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業者特定理由書

下記の理由により業者を特定する。 

記 

 １ 件     名   豊平峡ダム及び定山渓ダム水質調査業務 

 ２ 業  者  名   株式会社 福田水文センター 

 ３ 特 定 理 由  ・本業務は北海道開発局札幌開発建設部(以下、「開発局」と

いう。) と共同で行う調査である。本業務では開発局の業

務委託により採水されたダム湖水について、浄水処理に影

響を及ぼす項目の水質分析を委託する。既に開発局では開

発局の担当分について、上記業者と契約済である。 

・本業務により得られた測定データは、開発局と相互補完を

行っている。よって同一日の同一地点においてダム湖水の

採水及び測定を実施しなければならない。 

 ・開発局と契約済の上記業者に本業務を実施させた場合、確

実に同一日の同一地点においてダム湖水の採水及び測定が

可能であるため、履行品質が確保できる。また、採水を開

発局の業務委託により行うため、経費の節減もできる。よ

って、競争に付するよりも有利と認められる。 

 ４ 根 拠 規 定    地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号に 

該当すると判断されるため。





業者特定理由書 

下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件  名  藻岩浄水場脱水機設備保守点検業務 

２  業者名  月島機械株式会社 札幌支店 

３  特定理由 本業務の対象設備である藻岩浄水場脱水機設備は、浄水処

理工程で発生したスラッジを加圧脱水処理するための設備

で、産業廃棄物の中間処理施設に当たる大変重要な設備であ

る。本業務は、脱水処理系統全体の処理機能維持と円滑かつ

効率的な運転を確保するため、脱水機設備の点検を行なうも

のである。 

脱水機運転により発生する浄水発生土及び脱水ろ液は、法

令（廃棄物処理法及び関連法規）で定められた基準を常に満

たしていなければならず、本業務は正確に履行されなければ

ならない。 

脱水機設備は、上記業者により設計・納入が行われたもの

である。本点検業務においては、脱水機各部及び補機類の微

妙な動作の正否が見極められなければならない。各機器の動

作・状態についての正確な判定や機器動作時間の設定調整に

は、上記業者が独自の仕様で構築した一般には公開していな

いシステムの設計・整備技術・施工資料・調整データが必要

である。 

以上のことから、他の業者では点検を行うことが不可能で

あるため、上記業者を特定する。 

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当する

と判断されるため。 


